
保税蔵置場の許可期間の更新について

関税法第４２条第３項の規定に基づき、下記のとおり公告する。

令和 ２ 年 10 月 8 日

大阪税関長 小 林　一 久 

大阪府大阪市此花区島屋６丁目１番１３０号

大阪府泉大津市高津町１４番３３号

富山県高岡市下黒田７７７番地 富山県富山市西二俣９１番１

株式会社和泉製氷冷蔵工場 株式会社和泉製氷冷蔵工場
泉佐野第２センター

大阪府泉佐野市住吉町７番２号、９番１号

福源商事株式会社 福源商事株式会社

大阪府岸和田市内畑町２０４８大阪府岸和田市内畑町２０４８

高岡冷蔵株式会社 高岡冷蔵株式会社　富山工場

自　　令和　２ 年 １１月  １ 日

至　  令和  ８ 年 １０月 ３１日

自　　令和　２ 年 １１月  １ 日

至　  令和  ８ 年 １０月 ３１日

自　　令和　２ 年 １１月  １ 日

至　  令和  ８ 年 １０月 ３１日

大阪府大阪市此花区島屋６丁目１番１３０号

監 掲 示 第 28 号

更新した期間被許可者の名称及び住所 保税蔵置場の名称及び所在地

大阪港埠頭ターミナル株式会社 大阪港埠頭ターミナル株式会社
Ｗ-５１野積場

大阪府大阪市港区港晴５丁目１番１２号 大阪府大阪市此花区北港２丁目１番

富士興業株式会社 富士興業株式会社　１号倉庫

自　　令和　２ 年 １１月  １ 日

至　  令和  ８ 年 １０月 ３１日

自　　令和　２ 年 １１月  １ 日

至　  令和  ８ 年 １０月 ３１日


